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第1  新規制基準の問題点 

「原発の安全性を保証しない原子力規制委員会と新規制基準」(甲２４４)に基

づき，次のとおり，新規制基準の問題点を明らかにする(文末の括弧内の数字は

該当頁)。 

１ 福島原発事故以前は，原発推進を後追いした「安全対策」しかなく，大地震と津

波の警告を無視した結果，福島原発事故を発生させた（７～３２）。 

２ 福島原発事故を契機に，原子力規制委員会が発足したが，発足当初から，「中立

公正」規定(原子力規制委員会設置法１条)に反し，委員５名中３名もの「原子力ム

ラ」に繋がりのある委員(田中俊一委員長，更田豊志委員，中村佳代子委員)が選

任された上，２０１４年９月の委員交代により，原子力ムラ出身でない委員に代わり

原子力推進体制の中心人物の一人と目されてきた田中知元原子力学会会長が

委員に選任された（４３～４９）。 

３ 新規制基準は，２０１２年１０月２５日の初会合から２０１３年２月６日の会合までの

短期間に作成されたもので，多数のパブコメ等の疑問や批判に応えることなく２０１

３年７月８日に施行されたものであるばかりか，当初「新安全基準」と呼ばれていた

が，この基準さえ守れば安全だという誤解を与えるとの理由で，「新規制基準」に

改められた(５０～５１)。 

４ 福島原発事故前には，原発の過酷事故の発生確率は原発１基あたり１００万年に

一度程度とされていたが，実際には，１０年に一度に近い確率で発生しており，原

発に関し確率論的リスク評価は信頼できず，また，原発の設計に「本質安全」とい

う設計思想を適用することは出来ない（５６～５７）。 

５ 新規制基準は，「単一機器の故障」しか考えない旧来の設計基準をそのまま引き

継いでおり，福島原発事故で見られたような，地震・津波等の自然現象によって

引き起こされる「複数の機器の同時故障」を考慮しておらず，同時故障が起きた場

合は，電源車や高圧ポンプ車などを持ち込む等主として外から人力で対応するこ

とにしているが，これが上手くいかなかったことは既に福島原発事故で経験済み

である（５７～５８）。 

６ 新規制基準は，フィルタ・ベントで格納容器内の圧力を下げて格納容器の破損を

防ぐために一定量の放射性物質を放出することを認めているが，放射性物質の

放出抑制対策をフィルタ・ベントに頼ることは根本的に間違っている（５８～５９）。 
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７ 新規制基準では，最も重要な原子炉立地審査指針が無視された（１６～１８，５９

～６２）。 

８ 新規制基準は，２００６年に大幅に改定された耐震設計審査指針を基本にしてお

り，「①活断層などの露頭直上に重要施設を設置することを明確に禁じた，②断

層評価をより厳格にして，後期更新世（１２～１３万年前以降）の評価が明確にでき

ない場合，中期更新世（４０万年前以降）まで遡ることにした，③起震車などを使っ

て敷地の地下構造を立体的に調べ，より精密に基準地震動を策定することにした，

④津波については，基準津波の遡上波を防ぐ耐震性の高い防潮堤や水密扉の

設置を義務付けた」という４点について規制が強化されたが，それに対する批判が

あるばかりか，上記２００６年の改訂耐震設計審査指針にあった「残余のリスク」が

無くなっており，明らかに後退している（６３～６４）。 

９ 原子力規制委員会の審査の過程で，各原発の基準地震動が引き上げられている

が，基準を厳しくして設計・工事を根本からやり直すことはなく，設計値にもともと

含まれる安全率をはき出すことによって，安直に引き上げ後の基準地震動に適合

していると判断されているおそれがある（６４～６７）。 

１０ 欧米では，航空機事故，破壊工作に備えて，格納容器を二重構造にするなどの

対策が講じられているにもかかわらず，新規制基準では，このような対策は講じら

れていない（６７～６８）。 

１１ 原子力規制委員会が作った原子力災害防止対策指針には，避難区域が狭すぎ

る，避難計画策定が自治体に丸投げされ規制委員会の審査の対象とされて い

ない等の欠陥がある（６９～７２）。 

１２ 安倍首相や田中俊一原子力規制委員会委員長は，新規制基準を「世界で最も

厳しい基準」とか「世界最高の基準」とか言っているが，それを本気で信じる専門

家はおらず，例えば，「活断層」のとらえ方や基準を超える地震や津波の発生する

超過頻度について，新規制基準は，アメリカよりも格段に緩やかな規制となってお

り，また，ヨーロッパではコアキャッチャーや二重構造の格納容器の設置義務が課

されているが，新規制基準ではこのような義務は課されていない（７２～７５）。 

第2  伊方３号炉の審査書確定の問題点 

甲１０７号証を作成した長沢啓行大阪府立大学名誉教授が，伊方３号炉の審査

書(案)に対してパブリックコメントとして提出した意見１～５について，原子
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力規制委員会の考え方とそれに対する長沢教授のコメントを載せたブログ記事

(甲２４５)に基づき，次のとおり，伊方３号炉の審査書確定の問題点を明らか

にする。 

１ 意見１ 

(1) 意見の内容 

① 被告四国電力は，「敷地前面海域６９㎞北傾斜ケース」（気象庁マグ

ニチュードＭ７．９，等価震源距離 Xeq＝２０．４㎞）について，耐

専スペクトル(Ｎｏｄａ et al.(２００２))を適用し，基準地震動

を５７０ガルから６５０ガルに引き上げたが，「敷地前面海域５４㎞

鉛直基本ケース(Ｍ７．７，Xeq＝１４．４㎞)」及び「６９㎞鉛直基

本ケース(Ｍ７．９，Xeq＝１５．５㎞)」については，耐専スペクト

ルの検証データがない範囲であり，内陸補正をしてもその他距離減衰

式と大きくかい離するとして，耐専スペクトルを適用しなかった。こ

れは，耐専スペクトルを適用して内陸補正をしなかった場合には，基

準地震動が伊方３号炉のクリフエッジ(８５５ガル)を超えるためで

はないかと考えられる。 

② しかし，例えば，関西電力の高浜３，４号炉では，「ＦＯ-Ａ－ＦＯ-

Ｂ断層(Ｍ７．４，Xeq＝１６．４㎞：傾斜角７５度のケース)」及び

「ＦＯ-Ａ－ＦＯ-Ｂ断層と熊川断層の連動(Ｍ７．８，Xeq＝１６．１

㎞程度：傾斜角７５度のケース)」について，耐専スペクトルを適用

し，内陸補正もしていない。関西電力の上記２ケースは，被告が耐専

スペクトルを適用しなかった①記載の２ケースと極めて接近してお

り，被告が耐専スペクトルを適用しなかった理由が成り立たない。 

③ 被告は，「断層モデルによる評価結果や他の距離減衰式とのかい離が

余りに大きいものについては，耐専スペクトルを適用することは出来

ないと判断」したと主張しているが，かい離が大きいかどうかは判断

の基準にならない。現に，関西電力の高浜３，４号炉の場合，断層モ

デルによる地震動評価結果は耐専スペクトルの１/２～１/３に過ぎ

ず，大きくかい離しているが，そのまま適用し，基準地震動を引き上

げている。このかい離は，断層モデルにおける地震動の過小評価を示
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唆しているのであって，耐専スペクトルが過大評価なのではない。 

④ 原子力規制委員会は，「平成２１年に旧原子力安全委員会で行われた

『応答スペクトルに基づく地震動評価』に関する専門家との意見交換

会において，耐専スペクトルの適用性の検討が行われ，それまでの国

内外の震源近傍の観測記録による適用性が報告されています」と高浜

３，４号炉のパブリックコメントに対して回答しているが，この回答

によれば，伊方３号炉の上記２ケースにも耐専スペクトルを適用する

のが妥当だということになる。 

⑤ 更に，原子力規制委員会等は，現在の耐専スペクトルについて日本電

気協会で見直し作業が進行中であると認識しており，本来であれば改

訂された耐専スペクトルを適用すべきであるが，少なくとも上記２ケ

ースについては現在の耐専スペクトルを適用すべきである。 

⑥ また，耐専スペクトルは，平均像を示すだけで，偶然変動を無視して

おり，耐専スペクトルに対して２倍の余裕を見込むのが保守的な評価

といえるので，これを考慮して基準地震動を作成し直すべきである。 

(2) 規制委員会の考え方 

① 平成２１年に旧原子力安全委員会で行われた専門家との意見交換会

において，Ｎｏｄａ et al.(２００２)の方法の適用性の検討が行

われ，それまでの国内外の震源近傍の観測記録による適用性が報告さ

れている。 

② 被告は，検討ケース毎にマグニチュードと等価震源距離との関係でＮ

ｏｄａ et al.(２００２)の方法の極近距離からのかい離から適用

性を検討している。断層長さ５４㎞のケースは，鉛直断層については，

Ｎｏｄａ et al.(２００２)の方法の極近距離から大きくかい離し

ているため適用外だが，北傾斜断層等のケースについてはかい離が小

さいため，Ｎｏｄａ et al.(２００２)の方法により評価を実施し

ていることを審査で確認している。 

③ Ｎｏｄａ et al.(２００２)の適用性については，他の原発につい

ても同様の視点で確認している。 

④ 今後新たな知見が得られた場合には，必要に応じて検討することとな



6 
 

る。 

(3) 規制委員会の考え方に対する長沢名誉教授のコメント 

① 昨年の市民団体との交渉まで，原子力規制庁は，平成２１年の上記「専

門家との意見交換会」を知らなかった。その後勉強したのであろうが，

その意味を理解していない。上記「専門家との意見交換会」では，Ｍ

７クラスの地震観測記録で，極近距離から大きくかい離していても耐

専スペクトルが良く合っていることが確認されている。 

② 高浜３，４号炉について具体的に意見を述べているのに，「他の原発

についても同様の視点で確認している」と，一切無視を決め込んでい

る。 

③ 耐専スペクトルが見直し中だというのは原子力規制庁の情報である

にもかかわらず，それにも一切触れないとは何事だろうか。 

④ 「今後新たな知見が得られた場合には」と言い訳をしているが，現時

点でも既に十分な知見がそろっている筈である。 

２ 意見２ 

(1) 意見の内容 

① 被告が，震源を特定せず策定する地震動として採用した２００４年北

海道留萌支庁南部地震は，ＨＫＤ０２０地点の地表地震計で，１１２

７ガル(ＥＷ)，５３６ガル(ＮＳ)が観測されているが，震源近傍に設

置された地震計が少なく，また，破壊開始点の不確かさなどが検討さ

れていない。震源近傍における地震計設置不足を補う観点や地震観測

記録がごく最近に限られている等地震観測記録の時間的空間的限界

を補う観点が欠落している。 

② この点では，財団法人地域地盤環境研究所による断層最短距離１５㎞

以内の仮想地表観測点での地震動解析結果を取り入れるべきである。

これによると，他の仮想地表観測点では約１３００ガル(ＥＷ)，約１

７００ガル(ＮＳ)の地震動が解析されている。また，震源断層をその

ままにして，破壊開始点やすべり角など破壊の不確かさを補う解析を

行っており，その結果，アスペリティ下端中央から破壊が始まった場

合には，約２０００ガル(ＥＷ)，約１０５０ガル(ＮＳ)の地震動が起
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こるとの解析結果が出ている。これらは仮想地表観測点での地震動評

価結果であるため，解放基板表面はぎとり波に換算しなければならな

いが，単純に比例計算すれば，川内原発の６２０ガルの基準地震動が

１．８倍の１１００ガル(ＥＷ)にもなり得る。これは，伊方３号炉の

クリフエッジ(８５５ガル)を超えている。 

③ また，原子力安全基盤機構(ＪＮＥＳ)は，国内地震データに合わせて

独自の断層モデルを構築し，震源近傍の地震動評価を行っているが，

その結果，横ずれ断層によるＭ６．５の地震において，震源近傍の地

震基盤表面で１３４０．４ガルの地震動になるとしている。ＪＮＥＳ

は２０１４年３月に原子力規制庁に統合されており，その後の市民団

体との話し合いを通じ，この１３４０．４ガルを採用しない理由が無

くなった。従って，震源を特定せず策定する地震動について，１３４

０．４ガルの地震動を基準地震動として取り入れるべきで，そうすれ

ば，伊方３号炉のクリフエッジ(８５５ガル)を大きく超えることにな

り，伊方３号炉の耐震安全性は保障されていないことになる。 

(2) 規制委員会の考え方 

① 震源を特定せず策定する地震動では，震源と活断層を関連付けること

が困難な内陸地殻内地震について得られた震源近傍における観測記

録を基に評価・策定されるものとしており，観測事実に基づいた地震

動評価であり，断層モデルを介在させずに策定するものだ。 

② 留萌支庁南部地震の知見を踏まえた地震動の評価にあたっては，地上

で観測された記録から，地下構造の影響を考慮するためのはぎとり解

析を行い，減衰定数を安全側に設定する等により，裕度をもって策定

されていることを審査で確認している。 

③ 地震観測記録がごく最近に限られているのは，現在のような観測網が

全国的に整備されたのが１９９５年兵庫県南部地震以降であること

による。 

④ ＪＮＥＳが試算した地震動は，地震動評価の際に参照する基準地震動

の超過確率がどの程度の大きさの超過確率になるか確認する目的で，

パラメータを設定して評価した結果であり，試算した地震動をそのま
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ま震源を特定せず策定する地震動として用いるために試算したもの

ではないことから，検討の対象にしていない。 

⑤ 今後新たな知見が得られた場合には，必要に応じて検討することとな

る。 

(3) 規制委員会の考え方に対する長沢名誉教授のコメント 

① 規制委員会は，地震観測記録がごく最近に限られているのは，現在の

ような観測網が全国的に整備されたのが１９９５年兵庫県南部地震

以降であることによることを認めながら，地震観測記録の不足を科学

技術的に補う手段があるにもかかわらず，それを用いようとしていな

い。「なぜ用いないのか」と聞いているのに，その説明がない。 

② 原子力規制庁は，２０１５年１月１６日の市民団体との話し合いの場

で，ＪＮＥＳの１３４０．４ガルについて，「実際の発電所の評価な

どに適用すべきかどうか，地震のモデルとしての再現性という点で妥

当かどうかを専門家も含めて改めて検討する必要がある。」と発言し

ていたのに，これについて，今後も無視するということであろうか。

無責任すぎる。自らの発言には責任を持つべきであろう。 

③ 今後新たな知見が得られた場合には，必要に応じて検討するというが，

それでは遅いのではないか。それがフクシマの教訓ではないのか。 

３ 意見３ 

(1) 意見の内容 

① 「本発電所敷地内で得られた地震観測記録の内，比較的規模の大きい

内陸地殻内地震により得られた地震観測記録の応答スペクトルとＮ

ｏｄａ et al.(２００２)の方法により推定した応答スペクトルと

の比をとって増幅特性の検討をした結果，顕著な増幅はない。」とし

ているが，振幅の大きな内陸地殻内地震に関する観測記録が存在し，

それに基づいて増幅特性について判断したかのような印象を与える

ため，記述を改めるべきである。「振幅の比較的大きな内陸地殻内地

震観測記録が存在しないため，そのような振幅の大きな内陸地殻内地

震に対する増幅特性については判断できなかった。」と記述し直すべ

きである。 
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② また，「本発電所敷地内で得られた地震観測記録を，地震波の到来方

向別に比較検討した結果，増幅特性が異なるような傾向はない。」と

しているが，申請書では，「地震規模が小さく耐専スペクトルの適用

範囲外であるため観測値と予測値との整合性が悪く断定的な評価は

出来ない」としており，審査書案は踏み込み過ぎている。少なくとも，

「Ｍ２程度の地震観測記録に限ってみれば地震波の到来方向に増幅

特性が異なる傾向はみられなかったが，観測地震波の地震規模が小さ

すぎるため断言はできない。」と記述し直すべきである。 

(2) 規制委員会の考え方 

御指摘の観測記録の振幅については，敷地地盤が硬いためにＮｏｄａ 

et al.(２００２)の方法による評価値も小さいが，明瞭な記録が得ら

れており，増幅特性の検討には支障がないことを審査で確認している。 

(3) 規制委員会の考え方に対する長沢名誉教授のコメント 

① 観測記録の振幅は震源特性に大きく依存し，Ｍ２程度の地震とＭ７ク

ラス以上の地震とでは震源特性が大きく異なる可能性がある。 

② また，Ｍ７クラス以上の地震で非常に大きな地震波が伝播する場合に

は，伝播経路自身が非線形特性を示すため，増幅特性が異なってくる。 

③ これを無視して，微小地震観測から増幅特性を推測するのは危険であ

る。 

④ 原子力規制委員会は，四国電力よりも踏み込んで誤った判断を下した

のではないだろうか。 

４ 意見４ 

(1) 意見の内容 

① 「断層モデルを用いた手法による地震動評価における震源特性パラ

メータの内，地震モーメントについては，壇ほか(２０１１)の手法を

基本として，断層面積等から求めた。断層長さ約４８０㎞及び約１３

０㎞については，Fujii and Matsu‘ura(２０００)の手法，断層長

さ約５４㎞については，入倉・三宅(２００１)の手法でも設定した。」

としているが，これら３つの断層モデルの間には深刻な食い違いが含

まれており，その違いは回帰した地震データの違いにある。特に，入
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倉・三宅(２００１)が用いた北米中心のデータにおける震源断層の幅

は１６．６㎞であり，国内地震データの断層幅１３㎞よりも広いこと

から，国内地震のデータと比べてより広い断層面積となり，他の断層

モデルに比べて地震規模がかなり小さくなってしまう。 

② 四国電力や原子力規制委員会は，敷地前面海域５４㎞の同じ震源断層

に対して，地震モーメントの評価結果が，壇ほか(２０１１)や Fujii 

and Matsu‘ura(２０００)の手法と入倉・三宅(２００１)の手法等

で大きく食い違うことを認めながら，その原因が元データの違いにあ

ることに触れるのを一貫して避けている。 

③ 国内の震源断層に対する地震動評価は国内の地震データに基づいて

構築された断層モデルによるべきである。でなければ，国内の震源断

層から発せられる地震動を過小評価することになる。 

④ この根本問題について，改めて十分検討すべきであり，その検討結果

に基づいて，伊方３号炉等の審査をやり直すべきである。 

(2) 規制委員会の考え方 

① 部分破壊については，断層長さ約１３０㎞及び約５４㎞を断層長さ約

４８０㎞ケースに加えて基本震源モデルとして設定し，スケーリング

則については，部分破壊を含めて適用可能でかつ同一基準で評価でき

る点から，壇ほか(２０１１)の手法を基本とし，また，スケーリング

則の適用性を検討して，断層長さ約４８０㎞及び約１３０㎞について

は，Fujii and Matsu‘ura(２０００)の手法，断層長さ約５４㎞に

ついては，レシピに基づき入倉・三宅(２００１)の手法をそれぞれで

選択・適用した評価を行っている。 

② なお，壇ほか(２０１１)及び Fujii and Matsu‘ura(２０００)にお

ける関係式は，地震モーメントと断層面積などの理論的関係式に数値

実験で得られた係数を採用したものである。 

(3) 規制委員会の考え方に対する長沢名誉教授のコメント 

① 地震モーメントと断層面積などの理論的関係式に数値実験で得られ

た係数を採用したものだとしていること自体が問題である。 

② この担当者は，３つの断層モデルの原論文を全く理解しておらず，恐
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らく読んでもいないのであろう。 

③ ３つの断層モデルは，いずれも地震モーメントと断層面積などの理論

的関係式に地震データを当てはめて理論的関係式の係数を求めてい

る。入倉・三宅(２００１)は，スケーリング則から理論的関係式の構

造を定めており，数値実験は行っていない。 

④ 数値実験を行っているのは，壇ほか(２０１１)と Fujii and Matsu

‘ura(２０００)だが，これは理論的関係式の構造を導出するためで

あって，その係数を求めるためではない。係数を求める際には，地震

データに理論式を当てはめている。問題は，どの地震データに当ては

めるかによって，係数が全く異なるということなのである。 

⑤ 原子力規制委員会は，この基本を全く理解していない。こんな低レベ

ルの知識で地震動解析の審査を行っていることが図らずも暴露され

たが，これは実に恐ろしいことだ。 

５ 意見５ 

(1) 意見の内容 

① 四国電力は，「断層モデルを用いた手法による地震動評価における震

源特性パラメータの内，地震モーメントについては，壇ほか(２０１

１)の手法を基本として，断層面積等から求めた。…また，壇ほか(２

０１１)の手法では，平均応力降下量は３．４ＭＰa，アスペリティの

応力降下量は１２．２ＭＰa とした。」としているが，壇ほか(２０１

１)の適用法を間違っており，審査をやり直すべきである。 

② 壇ほか(２０１１)の用いたＳ(断層面積)-Ｍｏ(地震モーメント)関係

式における断層平均応力降下量の設定根拠は Irie et al.（２０１

０）による断層幅 Wmax を１５㎞として行った動力学的断層破壊シミ

ュレーション結果である。壇ほか(２０１１)は，これをそのまま国内

９地震と海外の超大断層による１３地震の計２２の地震データに適

用し，得られた２２個の平均動的応力降下量の幾何平均を取って，平

均応力降下量を３．４ＭＰa としている。 

③ しかし，４８０㎞モデルでは断層幅が１２．７㎞とかなり小さく，右

横ずれ断層の３６７㎞に限れば１２．２㎞と一層小さくなる。 
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④ このため，本来なら断層幅をこのように狭くしてシミュレーション実

験をやり直した結果を用いるべきだが，シミュレーション結果がそれ

ほど変わらないと仮定して，Wmax＝１２㎞として平均応力降下量を求

め直すと３．４ＭＰa から４．３ＭＰa に大きくしなければならない。 

⑤ ところが，四国電力が行ったように，応力降下量を３．４ＭＰa とし

たまま，断層幅だけを１２．７㎞に変え，地震モーメントを求めると，

壇らの関係式に断層面積を代入して得られる６．２５Ｅ+２０Ｎｍで

はなく，５．３０Ｅ+２０Ｎｍと小さくなってしまう。断層幅と平均

応力降下量の値はセットであり，断層幅だけを変えて適用するこのよ

うな適用法は明らかに間違っている。 

⑥ 断層幅を４８０㎞モデルの１２．７㎞(うち３６７㎞部分は１２．２

㎞)とするのであれば，断層幅１２㎞程度に対応させて，応力降下量

も４．３ＭＰa 程度へ引き上げるべきである。 

⑦ この様に，四国電力が，壇ほか(２０１１)の手法を誤って適用し，応

力降下量を３．４ＭＰa と小さく設定していることについて，事実関

係を認め，審査をやり直すべきである。 

⑧ また，壇ほか(２０１１)は，２２の地震データを適用して得られる平

均動的応力降下量の平均を求める際に「幾何平均」を用いているが，

「算術平均」を取るべきで，そうすれば，３．４ＭＰa ではなく，４．

３ＭＰa になる。そして，この応力降下量が断層幅１５㎞に対する応

力降下量だとすると，断層幅を１２㎞などへ短くする場合には応力降

下量はさらに大きく設定すべきこととなる。この点を含めて，審査を

やり直すべきである。 

(2) 規制委員会の考え方 

① 壇ほか(２０１１)で提案されている設定方法に仮定されている断層

形状・断層幅とその適用性については，断層モデルの設定において，

壇ほか(２０１１)で設定されているパラメータ等は断層幅が１５㎞

とは異なるとしても，基本震源モデルによる設定値に大きな影響がな

く，地震動評価上，応答スペクトルにほとんど差が出ないことを審査

で確認しています。 
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② また，壇ほか(２０１１)の手法における平均応力降下量とアスペリテ

ィの応力降下量は，先験的に定めていることが特徴であるとされてお

り，既定値として与えることを提案しているものです。 

(3) 規制委員会の考え方に対する長沢名誉教授のコメント 

① 規制委員会は，「大きな影響がなく」，「ほとんど差が出ない」として

いるが，断層幅が１５㎞と１２㎞では断層面積が大きく異なり，より

小さな断層面積から同じ地震エネルギーが発生することを考慮すれ

ば，より大きな地震動が発生するのが自然である。 

② 断層幅と応力降下量は一体の関係であり，断層幅だけを１５㎞から１

２㎞に変えて応力降下量を変えずに構造式を用いると，地震モーメン

トは過小評価される。 

③ この問題点を，地震データに即して具体的に指摘したにもかかわらず，

この指摘自体を規制委員会は理解できなかったのであろう。恐らく，

原論文を理解せず，読んでもいないからであろう。こんな「審査」で

良いのだろうか。 

第3  電力需給 

１ かつて，原発が稼働しないと停電して社会が大混乱に陥ると喧伝されたが，

実際に全ての原発が停止した結果，この喧伝が虚偽であることが実証された。 

２ ２０１４年７月１日付朝日新聞(甲２４６) 

(1) ２０１１年夏と２０１２年夏には節電目標の数値が設定されたが，２

０１３年夏と２０１４年夏にはこの数値目標が設定されなかった。 

(2) 原発依存から本気で脱しようとしなかった関西電力の予備率は３．

０％となっているが，被告四国電力の予備率は４．３％となっている。 

３ ２０１５年７月８日付愛媛新聞(甲２４７) 

(1) 大手電力９社は原発の再稼働を前提としないで今夏の電力需給見通し

をまとめたが，電力需要のピークに対する供給余力を示す「供給予備

率」は，９社全てが安定供給の目安となる３％を確保し，９社合計の

予備率は６．８％で，原発がなくても電力供給が可能な状況となって

いる。 

(2) 原発依存度の高かった九州電力と関西電力の予備率は３％となってい
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るが，被告四国電力の予備率は，前年の上記４．３％よりも高い１１．

２％となっており，伊方原発が稼働しなくても電力需給に問題のない

ことがより明らかとなっている。 

４ ミランダ・Ａ．シュラーズ著「ドイツは脱原発を選んだ」(甲２４８) 

福島原発事故を受けて，メルケル首相が諮問機関として設置し２カ月以内の

答申を求めたドイツの原発問題倫理委員会は，２０１１年５月３０日，①原

発は他のどんなエネルギーよりも問題が起こった時のリスクが大きいこと，

②原発による放射性廃棄物の放射能は，今の世代だけでなく，何世代にもわ

たって残ることから，やはり原子力は倫理的ではなく，他のエネルギーに転

換した方が良いと答申し，同年７月８日に成立したドイツの脱原発法で，(数

年前から技術的問題で停止していた１基，福島原発事故後に停止した古い原

発７基を除く)９基の原発について，２０１５年，２０１７年，２０１９年

に各１基，２０２１年までに３基，残りの３基は２０２２年までに停止する

ことが決定した。 

５ 原発がなくても電力需給に問題が生じないことが実証された我が国が，しか

も，福島原発事故の当事国である我が国が，ドイツと同じ選択をしない理由

は全く存しない。 

６ 原発がなくても電力需給に問題が生じないことが実証された今，他のどんな

エネルギーよりも問題が起こった時のリスクが大きな原発について，その危

険性が厳しく問われなければならないことは明白である。 

以上 


